
一般事業主行動計画策定届の届出状況の概要（平成 22年 12月 31日現在） 
 
１ 届出状況 
平成 22年 12月 31日現在の一般事業主行動計画策定届の提出済企業の状況
は次のとおりである。（計画期間切れを除く） 

 
  （１）届出企業数  2009  社 
 
   (２）届出企業数の推移（平成 22年 7月以降） 
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（３）規模別届出状況（平成 22年 12月 31日現在） 
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  （４）届出率    

301人以上企業            89.5％（企業数 927社） 
       101人～300人以下企業   8.7％（企業数 2674社） 
 
 
 
 
 



 
２ 認定状況 

 平成 22年 12月 31日現在の認定企業の状況は次のとおりである。 
 
 （１）認定企業数   49 社 
 
 （２）認定件数    54 件 
    （同一企業において複数回認定を受けている場合にそれぞれ１件と算定） 
 

   （３）規模別認定企業数の状況（平成 19年～平成 22年 12月末） 

1～300人
5社（10％）

301～1000人
12社（25％）

1001～5000人
 19社（39％）

5001～10000人
 7社（14％）

10001人以上
 6社（12％）

 
３ 一般事業主行動計画の計画期間について（平成 22 年 12 月末現在有効分） 

22

442

692
209

607

37

0 100 200 300 400 500 600 700

企業数（社）

２年未満

２年以上３年未満

３年以上４年未満

４年以上５年未満

５年

５年以上

 
 ４ 一般事業主行動計画の取組内容について（次面参照） 
     ・所定外労働の削減のための措置の実施 
    ・育児休業、産前産後休業などの諸制度の周知   
    ・育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備 
    ・子どもを育てる労働者が利用できる短時間勤務制度等の措置 
    ・年次有給休暇の取得促進のための措置 
   に取り組む企業の割合が多く見られる。 



届出企業　1899社について

次世代育成支援対策の内容として定めた事項 企業数 割合(%)

1 （１） 妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保について、労働者に対する制度の周知や
情報提供及び相談体制の整備の実施

雇 イ 子どもが生まれる際の父親の休暇の取得の促進 524 26.1%
用 ウ 育児・介護休業法の育児休業制度を上回る期間、回数等の休業制度の実施 162 8.1%
環 育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備として次のいずれか一つ以
境 上の措置の実施
の 　（ア）男性の育児休業取得を促進するための措置の実施
整 　（イ）労働者の育児休業中における待遇及び育児休業後の労働条件に関する事項
備 　　　　についての周知
に 　（ウ）育児休業期間中の代替要員の確保や業務内容、業務体制の見直し
関 　（エ）育児休業をしている労働者の職業能力開発及び向上のための情報提供
す 　（オ）育児休業後における原職又は原職相当職への復帰のための業務内容や業務
る 　　　　体制の見直し
事 子どもを育てる労働者が利用できる次のいずれか一つ以上の措置の実施
項 　（ア）三歳以上の子を養育する労働者に対する所定外労働の免除

　（イ）三歳以上の子を養育する労働者に対する短時間勤務制度
　（ウ）フレックスタイム制度
　（エ）始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度

カ 子どもを育てる労働者が利用できる事業所内託児施設の設置及び運営 55 2.7%
キ 子どもを育てる労働者が子育てのためのサービスを利用する際に要する費用の援助の措置の実施 53 2.6%
ク 労働者が子どもの看護のための休暇について時間単位でを取得できる等により利用しやすい制度の導 347 17.3%
ケ 希望する労働者に対する勤務地、担当業務の限定制度の実施 57 2.8%
子育てを行う労働者の社宅への入居に関する配慮、子育てのために必要な費用の貸
付けの実施など子育てをしながら働く労働者に配慮した措置の実施
育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産
休業など諸制度の周知

シ 出産や子育てによる退職者についての再雇用制度の実施 213 10.6%
そ
の
他

(2) ア 所定外労働の削減のための措置の実施 835 41.6%
イ 年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施 690 34.3%
ウ 短時間正社員制度の導入・定着 131 6.5%
エ 在宅勤務等の場所・時間にとらわれない働き方の導入 41 2.0%
オ 職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識の是正のための情報提供・研修の実施 77 3.8%
そ
の
他

  2 （１） 託児室・授乳コーナーや乳幼児と一緒に利用できる トイレの設置等の整備や商店街
の空き店舗等を活用した託児施設等各種の子育て支援サービスの場の提供

(2) 地域において子どもの健全育成のための活動等を行うＮＰＯ等への労働者の参加を
支援するなど、子ども・子育てに関する地域貢献活動の実施

(3) 子 ど もが保護者である労働者の働いている と こ ろ を実際に見る こ とができ る 「 子ど
も参観日」の実施

(4) 労働者が子どもとの交流の時間を確保し、家庭の教育力の向上を図るため、企業内
において家庭教育講座等を地域の教育委員会等と連携して開設する等の取組の実施

(5) 若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇用等を通じ
た雇入れ又は職業訓練の推進
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他
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